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にじいろルーム 重要事項説明書 

保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は次のとおりで

す。 

１ 事業者の運営主体 

事 業 者 の 名 称 特定非営利活動法人 あおい糸 

事 業 者 の 所 在 地 埼玉県富士見市羽沢 2-5-4ケアメゾン UD 100号室２F 

事業者 の電 話番号  

Ｆ Ａ Ｘ 

049-293-1910 

049-293-1911 

代 表 者 氏 名 山本 明彦 

定款の目的に定めた 

事 業 

 

（１） 障害福祉サービス事業 

（２） 市町村地域生活支援事業 

（３） 相談支援に関する事業 

（４） 障害児者の移送に関する事業 

（５） 介護保険法による介護サービス及び介護予防サービス事業 

（６） 介護職員初任者研修事業 

（７） 介護保険法及び健康保険法による訪問看護事業 

（８） 保育事業  保育所の経営 

（９） 葬祭にかかわる事業 

（１０） 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

（１１） 児童福祉法に基づく事業 

（１２） 前各号に掲げる事業に付随または関連する事業 

2  事業の概要 

種 別 小規模保育事業 A型 

名 称 にじいろルーム 

所 在 地 
〒354-0021  

埼玉県富士見市鶴瀬東 1-11-29アークメゾンⅡ２階 

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL 070-5071-3154 

責 任 者 氏 名  尾﨑 幸枝 

開 設 年 月 日 令和７年４月１日 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

 うさぎ パンダ  
１歳児 ２歳児  

４人 ５人 

取 扱 う 保 育 事 業 延長保育 障がい児保育 
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３ 施設・設備の概要 ※別添可 

敷地面積  なし 

園 舎 
構 造    鉄骨造  ２階建ての 2階部分 

延 床 面 積  延床面積 99.96   ㎡ 

施設設備の

数 と 面 積 

乳 児 室 1室 10.00㎡ 

ほ ふ く 室 室 ㎡ 

保 育 室 2室 46.65㎡ 

遊 戯 室 室 ㎡ 

調 理 室 1室 8.58㎡ 

調 乳 室 室 ㎡ 

幼児用トイレ 1個 8.58㎡ 

設 備 の 種 類 冷暖房等 

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場（代替場所 鶴瀬東 1 丁目公園・なしくぼ公園等） 

 

４ 事業の目的、運営方針 

目

的 

にじいろルーム（以下「当園」という。）は、特定地域型保育事業所

（小規模保育事業 A 型）の適切な運営を確保するために、人員及び

管理運営に関する事項を定め、当園を利用する満 3 歳未満の子ども

（以下「利用子ども」という。）に対し、適正な特定地域型保育を提

供することを目的とする。  

運

営

方

針 

１当園は、保育の提供にあたっては、入園する乳児（以下園児という）

の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふ

さわしい生活の場を提供するよう努めます。 

２ 当園は、保育に菅摺専門性のある職員が、家庭との緊密な連携

のもとに、園児も状況や発達過程を踏まえ、養護と教養を一体的に

行います。 

３ 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携

を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に

対する支援等を行うよう努めます。 

 

５ 職員体制 

園 長 （ 施 設 長 ）  １人  

保 育 士  ６人（常勤：２人・非常勤 ４人） 

調 理 員  １人（非常勤：１人） 
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６ 保育を提供する日 

開 所 日 月曜日から土曜日まで 

休 所 日 日曜・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

７ 保育を提供する時間 

（１）開園時間 

月曜日から金曜日 午前 7時 30分から午後 6時 30分まで 

土曜日 午前 7時 30分から午後 6時 30分まで 

（２）保育標準時間認定に関する保育時間（11時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（11 時間） 午前 7時 30分から午後 6時 30分まで 

土曜日の保育時間（ 11時間） 午前 7時 30分から午後 6時 30分まで 

延 長 保 育 時 間 午後 6時 30分から午後 7時 30分まで(土曜日なし) 

（３）保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（８時間） 午前 8時 30分から午後 4時 30分まで 

土曜日の保育時間（８時間） 午前 8時 30分から午後 4時 30分まで 

延 長 保 育 時 間 午後 4時 30分から午後 7時 30分まで 
 

 

８ 利用料金 

利用料（利用者負担） 保護者が居住する市町村が定める利用料 

そ の 他 料 金 傷害保険料 100 円/月 

  ※支払い金額：利用料     円＋その他料金 100 円/月 

 

９ 支払方法 月の利用料（月額延長料含む） 

《口座振込払の場合》支払期日 15日 （当月分） 例：4月 15日支払い（4月保育料） 

振込名 お子さんの氏名 

埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 普通 口座番号 4424116 （特非）あおい糸 

《自動引き落としの場合》毎月 4日になります。 

＊単発延長料：現金払い（翌月初め 5日以内） 

※振込、もしくは引き落としとなります。 

 

１０ 延長料金 

延 長 保 育 料 単発（0歳児）400/１回 （1.2歳児）300円/１回 
月額（0歳児）3.000円 （1.2歳児）2.500円  

※電車遅延の場合は、延長保育料は発生しません。 

※こちらは次月、請求書をお渡しします。現金でのお支払いとなります。 
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１１  園の 1日 

     

時間   保育標準時間認定の方 時間 保育短時間認定の方 

7:30 開園（鍵が開きます） 7:30 開園（鍵が開きます） 

8:00 登園…保護者は朝の支度 

健康視診…保育者との情報共有 

8:00 登園…保護者は朝の支度 

健康視診…保育者との情報共有 

9:15 おやつ 

遊び…園外へ散歩、室内活動 

9:15 おやつ 

遊び…園外へ散歩、室内活動 

11:30 食事 11:30 食事 

12:30 午睡 12:30 午睡 

14:30 健康視診（検温など） 14:30 健康視診（検温など） 

15:00 おやつ 15:00 おやつ 

16:30 順次降園 

 

16:30 順次降園 

延長保育※有料になります 

18:30 延長保育 

※有料になります 

  

19:30 閉園（鍵が締まります）   

※保育通常時間は 8:30～16:30 

※保育時間は、就労時間＋通勤時間、就労証明に基づき家庭の状況、お子様の

健康状態など、保護者との話し合いにより決定します。 

※時間や内容は、おおよその目安となっております。 

お子様のその日の体調や状況に応じ個別に対応していきます。 

 

１２ 給食等について 

  提供内容 

午前 

おやつ 

給食 午後 

手作りおやつ 主食 副食 

０歳児 〇 〇 〇 〇 

１歳児 〇 〇 〇 〇 

２歳児 〇 〇 〇 〇 

 

＜給食の提供にあたって＞ 

・自園調理 

・献立表の提供 

・食育の取り組み  などを行います 

※詳しくは別紙にて記載があります 
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＜アレルギー・宗教食対応について＞ 

当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応

に努めています。 

・アレルギー対応 

・生活管理指導表の提出、除去食の提供  など 

 

１３ 健康診断について 

健康診断 

定期健康診断を実施しています。 

園児健康診断 全園児 2回/年 

歯科健診   全園児 1回/年 

 

１４ 感染症対策について 

感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所におけ

る感染症対策ガイドライン」に則り、感染症及び食中毒の予防のための衛

生管理を、適切に実施します。 

 

１５ 緊急時における対応 

  保育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたとき

は、まず保護者に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医に相談す

る等の措置を講じます。 

  保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当

保育所が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了

承願います。 

＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 東入間警察署 〒356-0056ふじみ野市うれし野 1-4-1 

℡049-269-0110 

消防署 入間東部地区消防組合 〒356-0058ふじみ野市大井中央

1-1-19 

TEL 049-261-6000(代) FAX 049-261-4395 

富士見市 子ども未来部保育課 049-251-2711 
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１６ 非常災害時の対策 

  非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に

職員に周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な

訓練を実施していきます。 

防火管理者 尾﨑 幸枝 

消防計画届出年月日 入間東部消防署 令和 4年 6月 8日 

避難訓練 避難訓練の内容：消防法および、消防法施行令の法令順守の精神

に基づき、つるせつくしっこルーム利用者および職員、その他の

関係者・住人における防火・防災業務について、消防計画に必要

な事項を定め、火災、その他の災害から利用者の生命、身体及び

財産を保護し、予防及び人命の安全並びに災害の防止を図る。さ

まざまな災害（地震、火災、風水害等）を想定し、屋内外避難、

避難場所への誘導、災害時の所持品の使用方法などを訓練する。 

回数：年 12回 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器  

 

１７ 地域防災拠点、広域避難場所 

保育所近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地域防災拠点 

第１順位 中央図書館２階 鶴馬1873-1 049-252-5825 

第２順位 市民文化会館マルチホール 鶴馬1803-1 049-268-7788 

第３順位 市民総合体育館ロビー 鶴馬1887-1 049-251-5555 

なお、本庁舎、代替場所ともに使用不能となった場合は、他の公共施設

に災害対策本部を設置する。 

広域避難場所 
第 1避難 鶴瀬公民館 富士見市羽沢 3-23-10 049-251-1140 

一時避難 鶴瀬東 1丁目公園 富士見市鶴瀬東 1丁目 4-10 

その他 

県、市及び防災関係機関が実施する訓練 

災害予防責任者（市長）は、災害対策基本法第48 条に基づき、総合防災

訓練を適宜実施し、県、市、自衛隊、防災関連機関、自主防災組織、市

民等の参加により、応急対策活動の習熟、組織間の連携体制の確立・強

化を図る。 

訓練としては以下のような内容を実施する。 

① 避難勧告及び避難指示等を円滑に行うための訓練 

② 幼児、児童、生徒、負傷者、障がい者及び高齢者等、災害時要援護者

の避難に配慮した訓練 

③ 迅速な職員参集のための非常参集訓練 

④ 情報の収集、判断、伝達等、意思決定のための訓練 

⑤ 初歩的な救出・救護を行うための訓練 

⑥ 非常時に必要な水の確保や炊き出し、配布の要領などを習得する訓練 
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⑦ 防災資機材（災害用井戸等）の取扱い方法等について習得する訓練 

⑧ ゲーム的な要素を取り入れ、誰でも参加しやすい手法で災害時の対応

策を考える 

図上訓練 

(2) 事業所、自主防災組織等が実施する訓練 

災害時の行動に習熟するため、住民相互の協力のもと日頃から訓練を行

い、自らの生命及び財産の安全確保を図る。 

① 保育園、幼稚園、小学校、中学校等における訓練 

市は施設管理者に対して、避難訓練を中心とする防災訓練を実施する

ように啓発する。施設管理者は、 幼児、児童及び生徒等の災害対応

力の比較的低い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限

に  とどめるため、避難訓練を実施する。 

 

18 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 

医療機関の名称 日比生クリニック 

医 院 長 名 日比生 秀一 

所  在  地 富士見市鶴瀬東２丁目 17-29 マイフィールド 101号 

電 話 番 号 049－255-5515 

  

19 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 

医療機関の名称 医療法人社団 秀芳会 コスモス歯科 

医 院 長 名 植村 繁夫 

所  在  地 ふじみ野市上福岡 3－12－11 

電 話 番 号 049－266－1875 

 

20 業務の質の評価について 

小規模保育事業の  

自己評価 

実施方法：保育士等の自己評価に基づき、全員で話し

合い年 1回自己評価を実施  

 

21 連携施設 

 

 連携施設の種類 幼保連携型認定こども園 

名称 谷津幼稚園 

所在地 富士見市鶴馬 3561 

連携協力の概要 乳幼児卒園後の受け入れ 
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22 賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

①保険の種類 賠償責任保険 

保険の内容 損害保険ジャパン株式会社 

保険金額 （法人が負担します。） 

②保険の種類 傷害総合保険 

 保険の内容 損害保険ジャパン株式会社 

保険金額  月額 100円（個人負担となります） 

 

23 苦情相談窓口 

  要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当事業所 

相談窓口 

・窓口担当者：斎藤 輝二  ［職名］法令遵守責任者 

・利用時間：9：00～17：00 

・電話番号： 法人℡番号 049-293-1910  

法人 FAX番号 049-293-1911  

・法人苦情解決責任者 山本 明彦  

［職名］リスクマネジメント委員会責任者 

第三者委員 

 

片山 優美子 

(精神保健福祉士) 

℡ 090-5329-2957 

長野大学勤務 

伊藤 晋也 

(社会福祉士) 

℡ 080-5372-6545 

三芳町社会福祉協議会 事務局長 

受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けてい

ます。玄関の入り口にご意見箱を設置しています。 
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24 ハラスメントについて 

   現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう

ハラスメントの防止に向け取り組みます。 

① カスタマーハラスメントを含む各種ハラスメント、その他著しい迷惑行為

が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止策を検討します。 

② ハラスメントと判断された場合には、関係機関への連絡、相談、環境改善

に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

＜契約を解除する場合の一例＞ 

・身体的暴力： 

殴る、蹴る、叩く、物を投げつける、物を振り回す、刃物等危険物を向け

る、服を引きちぎる、手を払いのける、殴りかかろうとする等 

・精神的暴力： 

怒鳴る、奇声や大声を発する、執拗な叱責、侮辱的発言（「バカ」「アホ」

等）、外見の揶揄（「デブ」「ハゲ」「ブス」等）、名誉棄損や人格否定（「無

能」「役立たず」「仕事を辞めろ」等）、直接的な暴力を予告する発言（「殺

すぞ」等）、気に入っている職員以外への批判的な言動、威圧的な態度で

文句を言い続ける、反社会勢力との関係をほのめかす発言等 

・セクシュアルハラスメント： 

必要もなく職員の手や腕・体を触る、抱きしめる、ヌード写真を見せる、

性的な発言、卑猥な言動、無関係に体を露出する、職員の衣服に手を入れ

る、交際や性的関係の強要、職員の自宅の住所や電話番号を何度も聞く、

ストーカー行為等 

  ・その他： 

  過度な要望、利用者や家族に対して特別待遇や便宜を図るように求める等



 

 

 

当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

  保育園名：にじいろルーム 

  所在地 ：埼玉県富士見市鶴瀬東 1-11-29 アークメゾンⅡ 2階 

  電話番号：070-5071-3154 

   説明者職名：施設長 

        氏名 尾﨑 幸枝 

 

私は、書面に基づいてにじいろルームの利用にあたっての重要事項の説明を受

け、同意しました。 

 

     年   月   日 

 

保護者住所： 

フリガナ 

児童氏名： 

保護者氏名：               印（署名でも可） 

児童から見た続柄： 

電話番号  父                

        母                


